
別記様式第４号（第 11 条関係）

なよろ市立天文台観覧料・使用料減免申請書

年 月 日

名寄市長 様

申請者 住 所

団 体 名

代 表 者

電 話 番 号

担 当 者 名

次のとおり、なよろ市立天文台（観覧料・使用料）の（減額・免除）を申請します。

利 用 日 時

利 用 目 的

観 覧 料

減 免

減免対象 減免対象外

一般・個人 名 410円/1名 円
高校生
以下

名 無料

学生・個人 名 310円/1名 円
障がい者及
び介助者

名 無料

一般・団体 名 310円/1名 円 （注）５割減額の際は「一般・個人」区分の

５割となります。他の区分での減額は

ありません。免除は減免対象の全ての

区分が免除となります。

学生・団体 名 210円/1名 円

65 歳以上 名 200円/1名 円

使 用 料

減 免

望遠鏡 部屋

口径 50cm
望遠鏡

晩
3,143 円

/一晩
円

レクチャー
ルームA

時間
419 円

/1 時間
円

EM-500
架台

晩
3,143 円

/一晩
円

レクチャー
ルームB

時間
210 円

/1 時間
円

MS-5
架台

晩
3,143 円

/一晩
円

プラネタ
リウム

分
210 円
/30 分

円

移動式
望遠鏡

晩
524 円
/一晩

円 研究室 晩
2,619 円

/一晩
円

減免区分

観覧料 使用料

（ ） （ ） 市又は教育委員会が主催又は共催する事業で利用する場合（免除）

（ ） （ ）
学校教育関係団体、社会教育関係団体・社会福祉関係団体、その
他行政の補完的な役割を果たしている公益的な団体が、その目的
のために利用する場合（５割減額）

（ ） （ ） 学校教育活動で利用する場合（免除）

（ ） 半数以上が障がいを有する者で構成する団体（免除）

（ ） 半数以上が 65 歳以上の者で構成する団体（５割減額）

（ ） （ ） その他、市長が特に必要と認めた場合（５割減額・免除）

（注）下の欄は記入しないでください。使用料の算出において、10 円未満の端数は切捨て。

観 覧 料
合 計 金 額

円
観 覧 料
減 免 額

円
観 覧 料
徴 収 額

円

使 用 料
合 計 金 額

円
使 用 料
減 免 額

円
使 用 料
徴 収 額

円

決

定

（ ）許可

（ ）不許可

決

裁

部長 台長 係長 係



別記様式第４号（第 11 条関係）

なよろ市立天文台観覧料・使用料減免申請書

年 月 日

名寄市長 様

申請者 住 所 学校住所

団 体 名 学校名

代 表 者 校長先生のお名前

電 話 番 号 学校電話番号

担 当 者 名 担任の先生のお名前

次のとおり、なよろ市立天文台（観覧料・使用料）の（減額・免除）を申請します。

利 用 日 時 （例）令和 5 年 7 月 11 日（火）10 時 00 分～7 月 11 日（火）11 時 00 分

利 用 目 的 （例）小学校 4 年生理科 月の動き・星の動き

観 覧 料

減 免

減免対象 減免対象外

一般・個人 名 410円/1名 円
高校生
以下

児童・生

徒数名
無料

学生・個人 名 310円/1名 円
障がい者及
び介助者

名 無料

一般・団体
引率先
生数名

310円/1名
左記人数
×310 円

（注）５割減額の際は「一般・個人」区分の

５割となります。他の区分での減額は

ありません。免除は減免対象の全ての

区分が免除となります。

学生・団体 名 210円/1名 円

65 歳以上 名 200円/1名 円

使 用 料

減 免

望遠鏡 部屋

口径 50cm
望遠鏡

晩
3,143 円

/一晩
円

レクチャー
ルームA

時間
419 円

/1 時間
円

EM-500
架台

晩
3,143 円

/一晩
円

レクチャー
ルームB

時間
210 円

/1 時間
円

MS-5
架台

晩
3,143 円

/一晩
円

プラネタ
リウム

30or60
分

210 円
/30 分

左記時間
×210 円

移動式
望遠鏡

晩
524 円
/一晩

円 研究室 晩
2,619 円

/一晩
円

減免区分

観覧料 使用料

（ ） （ ） 市又は教育委員会が主催又は共催する事業で利用する場合（免除）

（ ） （ ）
学校教育関係団体、社会教育関係団体・社会福祉関係団体、その
他行政の補完的な役割を果たしている公益的な団体が、その目的
のために利用する場合（５割減額）

（○） （○） 学校教育活動で利用する場合（免除）

（ ） 半数以上が障がいを有する者で構成する団体（免除）

（ ） 半数以上が 65 歳以上の者で構成する団体（５割減額）

（ ） （ ） その他、市長が特に必要と認めた場合（５割減額・免除）

（注）下の欄は記入しないでください。使用料の算出において、10 円未満の端数は切捨て。

観 覧 料
合 計 金 額 円

観 覧 料
減 免 額 円

観 覧 料
徴 収 額 円

使 用 料
合 計 金 額

円
使 用 料
減 免 額

円
使 用 料
徴 収 額

円

決

定

（ ）許可

（ ）不許可

決

裁

部長 台長 係長 係

実施日の 3 日前ま

でに提出ください。


